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＊1　都市再生緊急整備地域、市街地再開発事業区域、地区計画区域及び風致地区については、別途規制があります。

＊2　建築協定を定めている地区があります。 ＊3　法56条の2第4項、5項を参照

＊4　建築基準法関連Q&Aよくある質問　を参照してください。(高槻市ホームページ参照)
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備　　考 対象建築物の判断は建築物の位置の用途地域によるが、測定面及び時間は日影が生じる区域による。
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